
Ⅶ－3 育児を行う労働者の深夜業の制限3  
（第19条第3項～第5項）  

○ 深夜業の制限の期間は、労働者の意思にかかわらず次の場合に終了します〔〕   

① 子を養育しないこととなった場合   

② 子が小学校就学の始期に達した場合  

③ 深夜業の制限を受けている労働者について産前産後休業、育児休業又は介護休業が始：   

まった場合  

至 ○ 深夜業の制限の開始前に子を養育しないこととなった場合には、深夜業の制限の請求は 至  
I 

l  

・ されなかったことになります。  ・  

l  
l  

（1）「子を養育しないこととなった場合」とは、具体的には次の場合をいいます（則第31条の14、   

第31条の15）。  

（∋ 子の死亡   

② 子が養子の場合の離縁や養子縁組の取消   

③ 子が他人の養子となったこと等による同居の解消   

④ 労働者の負傷、疾病等により、制限を終了しようとする日までの間、子を養育できない状  

態となったこと  

（2）子を養育しないこととな／）た場合は、労働者はその旨を事業主に通知しなければなりません   

（法第19条第3項、第5項二）。   



Ⅶ－4 家族介護を行う労働者の深夜業の制限   

l  

（第20条）  

⊂）事業主は、要介護状態にあろ対象家族を介護すろ労働者が、そ〃）対象家族を介護するた   

♂）に請求した場合においてけ、事業レ）正常な運営を妨げ、ろ場合を除き、深夜において労働   

させてはなりません  

⊂）ただL、次のような労働者は請求できたせん  

〔主〕そ〃）事業主に継続して雇用さかた期間が1年に満たなし、労働者   

② 深夜においてそノ）対象家族を常態として介護すろことができろ同屑り）家族がいる労働   

者   

3）その他請求できないこととすることに／〕いて合理的な理由があると認材）〔〕れる労働者  

（二〕制限げ）請求は、1担」に／つき、1fl以卜6月以内の期間に／ついて、開始のR及び終了（ハ日  

：を明らかにして、開始〃）「川）1月前モでにしなければなりこEせん  

至〔二）二の請求は、何回行すろことがてき左す  

深夜業の制限の期間は、労働者〃）音ノ軋二かかわrJず次ゾ）場合に終fLモす、  

① 対象家族を介護しないこととな／〕た場合  

l  ② 深夜業Cり制限を√乏けていろ′労働者に／〕いて産前産経休業、育児休業又は介護休業が梅毒  
l  

まった場合  
．  

〔〕深夜業の缶り「即澗始前に対象豪族を介護L加、ニととな／沃場合には、深夜業の制限〃）至                                                                                                                                           l  

請求はされなかったこととなり去す  

（l）深夜業ゾ）制限は、あらかじめ制度が導入され、就業規則などに記載されるべきものであろこ   

とに留意してください（指針）  

（2）「要介護状態」「対象家族」ノ）定義は、介護休業ゾ）場合と同様です（m1（19～20ページ）   

参照）リ  

（3）「深夜においてそぴ）対象家族を常態として介護寸るニヒができる同順拉）家族」とは、16歳以   

上の同居の家族であ／つて、  

〔譲二）深夜に就業していないこと（深夜における就業目数が1月に／）いてこうR以lごゾ）場合を含み  

ます「） 

②負傷、疾病等に上り対象家族〃）介護が困難ノー〔状態でないこと   

⑭ 6週間（多胎如湖沖）場合は1∫1週間）以内に出産予定でなく、又け産後8週間以内でないこ  

し  、－   

0）いずれに≠）該当する者をいいたす（則第31条び）1（う）  

（4）「請求できないこととすることに／〕いて合理的な理由があると認められろ労働者」とは、次   

のいずれかの場合をいい壬す（貝Ij第31条の17） 

〔宣：1週間〃）所定労働H数が2日以下び）労働者  
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② 所定労働時間の全部が深夜にある労働者  

（5）請求は、次ゾ）事項を記載した書面を事業主に提出して行わなければなりません（則第31条の  

】8第1項） 

窪）請求－ハ年月日  

② 労働者の氏名  

笠請求に係る対象家族〝〕氏名及び労働者との続柄   

④ 請求に係る対象家族が祖父母、兄弟姉妹又は孫である場合は、労働者がその対象家族と同  

居し、かつ、扶養していること   

⑤ 請求に係る対象家族が要介護状態にあること   

⑪制限を開始しようとする日及び制限を終J’Lようとする目   

⑦ 深夜においてその対象家族を常態として介護することができる同居〃）家族がいないこと  

（6）事業主は、労働者に対して請求に係る対象家族が要介護状態にあること等を証明する書類の   

提出を求めることができ去す（則第31条の18第2項） 

（7）「対象′家族を介護しないこととなった場合」とは、具体的には次の場合をいい吏す（則第31   

条の19、則第31条の20） 

① 対象家族〝）死亡  

②離婚、，婚姻の取消、離縁等による対象家族との親族関係の消滅  

〔耳 労働者が負傷、疾病等に上り、制限を終了しようとする目までぴ）間対象家族を介護できな  

い状態になったこと 

（8）対象家族を介護しないこととなった場合は、労働者はそ〃）旨を事業主に通知しなければなり   

ません（法第20条において準用する法第19条第3項、第5項） 

（り）そ叫也、期間を定めて雇用される者も対象となること、「事業の正常な運営を妨げる」か否か   

は客観的に判断されること、所定外労働の延長としての深夜業の場合にも請求できること、請   

求の仕方の具体例、指針に留意すること等に／〕いては、育児を行う労働者の深夜業の制限の場   

合と同様です（lⅦ－1～ニう参照） 

ポイント解説  

★ 育児や家族（／）介護など家族的責任を有する労働者を深夜業に従事させょうとする場合に   

おいては、その事情に十分配慮することが望まれ圭す 
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Ⅷ 事業主が講ずべき措置  

Ⅷ－1育児休業及び介護休業に関連してあらかじめ定めるべき事項  

等  （第21条）  

】 〔〕事業主は、次（ノ）事項に／〕いて、あらかじめ定め、二れを周知ナるためレ）措置を講ザろ上 毒  

う努力Lなけれげなり 巨せん  

享：1育児休業及び介護休業中〔／）待遇に閲すろ事碩  

慧育児休業及び介言酎本業後レ）賃金、配置そ叫也〃）労働条件に関する事項  

過 そゾ）他ノ）事唄  
l  

こコ また、ニ〃）Lうな定〟）引回ヤ〃）育児休業又け介護休業山申出をした労働者にあてはめた・  
l   

具体的な取扱いを明示■トろよう努力Lなければなり表せん 
．  

l  

（1）「育児休業及び介護休業弓り）待遇に関する卓堰」には、育児休業及び介護休業期間に／〕いて   

ぴ）賃金その他押）経済的給付、教育訓練ゾ）ノ実施等が含去れ吏rj－  

（ヱ）「育児休業及び介護休業後ソ）労働条件に関する事項」には、昇進、昇格及び年次有給休暇等   

に関することが含去れ主す   

なお、労働基準法に基／うく年次有給休暇ノ〕権利発生に係ろ出勤率の算定㍑当た／〕て上土、法第二   

条第卜号に規定する育児休業又け「司条第二号に規定する介護休業をLた期間は出勤Lたヰ）〔ハと   

みなさたければなりませ／レ（′芳働基準法第39条第7唄）  

（う）あらかじめ定琉、周如する上う努力することが求扉）「Jれろそ叫山〃）事項としては、次リノ2／）   

があり 圭「J‾（則第う2条）  

甘 子を養古しないこととな／〕たことに上り育児休業期間が終了した場合及び対象家族を介護  

Lないこととな／〕たニヒに上り什言酎木業期間が終了Lた場合のノ芳袴〃）提漱い）開始時期  

② 労働者が介護休業期間に／〕いて負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法  

（4）労働者に対して具体的な取根いを明示ナるに二！〕た／）てご一丈、文吉を交付することに上／）て行1   

二ととされてい圭す り1り第うぅ条）  

（5）育児休業及び介護休業「†1〃）待遇、副円木業及び介護休業後び）賃金、配置その他の労働条件そ   

の他必要心事項に関する就業規則などを一括して定め、伺う両‾ろことが望左しいことに配慮し   

てください （指針）  
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ポイント解説  

★ 一定の要件を満たした雇用保険被保険者が育児休業を取得した場合、雇用保険から休業   

前賃金の40（冥，相当額の育児休業給付が支給され嘉す（雇用保険法第61条の4及び第61   

条の5）。   

※、巨成19勺二4」Jl日以降に職場復帰された万から、lそ成22年ミ3月31‡】までに育ル休業を   

開始された方を対象に、休業前賃金の50％相当額に引き卜がります。   

（雇用保険法附則第9条）  

★ 一定の要件を満たした雇用保険被保険者が対象家族を介護するための介護休業を取得し   

た場合、雇用保険から休業前賃金の40（％相当額の介護休業給付が支給されます（雇用保   

険法第61条の7）。  

★ 社会保険（健康保険、厚生年金保険）について、育児休業（育児・介護休業法第23条   

第l項に基づく3歳までの育児休業の制度に準ずる措置による休業を含みます。，）をして   

いる被保険者を使用している事業主が保険者に申し出た場合、その申出をした目の属する   

月からその育児休業が終了する目の翌日の属する月の前月までの期間について、被保険者   

負担分及び事業主負担分ともに保険料が免除されます（健康保険法第159条、厚生年金保   

険法第81条の2）。   

Ⅷ－2 雇用管理及び職業能力の開発向上等に関する措置（第22条）  

○ 育児休業及び介護休業（／）申出や育児休業及び介護休業後の再就業が円滑に行われるよう   

にするため、事業主は、労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業期間中の   

労働者の職業能力の開発及び向上等について必要な措置を講ずるよう努力しなければなり   

ません。  

（1）育児休業又は介護休業をナる労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用   

管理に関して必要な措置を講ずるに当たっては、   

① 育児休業及び介護休業をする労働者については育児休業及び介護休業後においては、原則  

として原職又は原職相当職に復帰させることが多く行われているものであることに配慮しま  

しょう（指針）。   

② また、このような考え方を前程に、その他の労働者の配置その他の雇用管理に工夫を加え  

ていきましょう（指針）。  

（2）育児休業又は介護休業を」ている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して必要な措置を   

講ずるに当たっては、   

① 労働者がその適用を受けるかどうかを選択できるものでなければなりません（指針）。   

② また、この措置は労働者の職種、職務上の地位、職業意識等の状況に的確に対応し、かつ  

計画的に講じられることが望ましいものです（指針）。  
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ポイント解説  

★l■小l／∴友ほレベルアップ助戌企（什、某申能ノノア、ソブコース）  

育児休業又け介護休業せすろ労働宵－び）職場適尉、生や職業能力の低卜をドノ止し、回復をF   

る措置（職場御前ソし」グラムといい、具体的には在ノ己講習・ 職場環境適応講習・職場復帰   

両前講習・職場復帰直後講習で寸 ）を計画L′畑二実施すろ事業主、共「司事業主又は事業主   

同体に対L、助成余を支給してい吏十  

★ 両、【′二丈ほレヘルアソソ1助成金（代件要汀確保コース）  

育児休業取得首が、育児休業終「後、原則ヒLて原職等に復満目‾ろ旨ゾ）取扱いを就業規   

則等に規定Lた上で育児イ本業取得者〃）代替要眉を確保L、か／〕、育児休業取得者を原職等   

に復帰させた事業十に対L、助成金を支給Lてい去す  

Ⅷ－3 育児のための勤務時間の短縮等の措置等  （第2：i条第1項）  

l  

（二）事業主は、1歳に満たないJ二せ養育十る労働者に／〕いて勤務時間ソ蠣縮そノ）他（ノ）、11該者≡  
l   

働者が就業しノ／〕／り▲を養育すてことを容易にrj‾るためノ）措置（以Iご「勤務時間の短縮等（ノ）室  

l   措置」といい主十）を、l歳かJ）こう歳に達■「トろ玉でのf一を養育寸1′労働者に／〕いて古児休i  

． 業〃）制度に準ずる措置又は勤汚時間の短縮等（ノ）措置を講じなければなり王せ／1ノ  

l l  

（り 二（ノ）措置に／〕いてけ、r1々雇い入れ工〕れる者は対象となりませ′んが、期間を定めて雇用され   

ろ者は対像とナニり去十  

（2）ニう歳末満の子を養計十ろ労働者に／弟、ては、次（ノ）勤務時間〔ノ）短縮等ノ）措置〃）いずれかを講じ   

なけれげなりま三せん（則第3」1条第1唄）   

甘短時間勤務の制度  

こ11日〝）所定′芳働時間を短縮する制度  

h j乱文圧‖の所定牒働時間を短縮する制度  

c 週又は月び）所定労働目数を短縮する制度（隔日勤務であるとか、特定の日産H〃）みぴ）勤積等  

の牒lり蜜をいい吏rJ▲）   

〔1 労働者が個々に勤務し／言いR軋沃時間を請求することを誰〟）ろ制壕  

フレックスタイム制   

こ；二′ 始業・終業時刻ノ）繰上げ・繰下げ  

‘j〕 所定外労働をさせ／己し、制度   

等  託児施設び）設置運営そノ）他二れに準rfる便宜〃）供与  
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（3）なお、1歳（1歳6か月烹で育児休業ができる場合については、1歳6か月）から3歳に達   

するまでの子を養育する労働者に関しては、前ページ（2）の措置の代わりに育児休業の制度に準   

ずる措置を講じても差し支えありません。  

（4）労働者がこれらの措置の適用を受けることを申し出たこと又は措置の適用を受けたことを理   

由として、労働者に対して角宰雇その他の不利益な取扱いをしてはなりません（指針）。  

（5）これらの措置は、労働者が希望する期間を超えてその昔に反して適用されるものであっては   

なりません（指針）〔 

（6）事業主は、（2）に掲げる措置のうちいずれかの措置を選択して講ずることで義務を果たすこと   

ができ圭すが、就業しながらノ子を養育する労働者にとっては、現実に労働時間を短縮できる「①  

短時間勤務の制度」に対するニーズが高いこと車〕勘案して、措置を講ずることが望まれます   

（指針）。  

（7）事業主は、3歳末満の子を養育する労働者について（2）に掲げる措置のうち少なくとも1つを   

講ずれば足り、労働者の求めの都度これに応じた措置を講ずること圭で義務づけられているわ   

けではありませんが、可能7即艮り労働者の選択肢を広げるよう工夫することが望まれます。〕特   

に短時間勤務の制度は、その勤務時間の短縮等の程度が実質的に子の養育を容易にする内容で   

あることが望蓋しいものであることに配慮しましょう（指針）。具体的には、所定労働時間が7   

時間以上の場合は、1時間以上の短縮が望ましいでしょう。  

ポイント解説  

★ 育児休業の制度に準ずる措置とは、Ⅲの1歳未満の子を養育するためにする育児休業と   

は対象となる子の年齢が異なるものですが、例えば、労働者に分割取得を認めるなど、請   

求手続や取得回数などにおいて労働者に有利な制度設計にすることについては差し支えあ   

りません。  

★ この法律に規定する育児のための勤務時間の短縮等の措置と労働基準法の規定に基づく   

育児時間とは、異なる目的による別の措置であり、それぞれを実施する必要があります（〕  

★ 両立支援レベルアップ助成金（事業所内託児施設設置・運営コース）  

労働者のための託児施設を事業所内（労働者の通勤経路又はその近接地域を含みます。〕）   

に設置する事業主等に対し、その設置、運営（運営開始後最長5年間）、増築及び保育遊   

具等の購入に係る費用の一部を助成してい圭す。  

★ 両立支援レベルアップ助成金（ベビーシッター費川等補助コース）  

育児又は家族の介護のために家政婦（夫）、ベビーシッター等を利用する労働者に対し、   

それに要する費用を補助した事業主やベビーシッター会社、介護サービス会社等と契約し、   

労働者にサービスを提供させた事業主を対象に、その補助又は負担した費用の一一定割合を   

助成しています。  
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Ⅷ－4 対象家族の介護のための勤務時間の短縮等の措置  
（第23条第2項）   

⊂）事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者に／ついて、就業しつ／つ対象家族   

の介護を行うことを容易にする措置として、一び）要介護状態について93日以上の期間に   

おける勤務時間〝）短縮等の措置を講じなければなりません 

（1）ニ〝）措置については、口々雇い入れられる者は対象となりませんが、期間を定めて雇用され   

る者は対象となり去す 

（2）労働者が就業しつつ要介護状態にある対象家族を介護することを容易にする措置は、次〃〕い   

ずれかの方法により講じなければなりません（則第34条第2項）  

〔王）短時間勤務の制度  

a l目の所定労働時間を短縮する制度  

b 週又は月の所定労働時間を短縮する制度  

c 週又は月〝）所定労働目数を短縮する制度（隔日勤務であるとか、特定の曜日のみの勤務等   

の制度をいいますし、）  

d 労働者が個々に勤務しない目又は時間を請求することを認める制度   

フレックスタイム制   

始業・終業時刻ゾ）繰上げ・繰下げ   

労働者が利用する介護サービスぴ）費用の助成その他これに準ずる制度  

（3）労働者がこれら〃）措置の適用を申し什げ二二と又は措置〃）適用を受けたことを理由として、解   

雇その他〝）不利益な取扱いをしてはなりません（指針） 

（4）これらの措置は、労働者が希望する期間を超えてその意に反して適用されるも）のであっては   

なり圭せん（指針） 

（5）事業主は、（2）に掲げる措置を講じた場合、その目数を介護休業等口数に算入するのであれば、   

そのことや措置を講じる期間の初日を労働者に明示することが望去れますしノ労働者が介護休業   

等〝）できる残りの目数が減ることを認識していなかった場合や、勤務時間の短縮等の措置を利   

用した目数がはっきりせず、同じ対象家族のために今後取得できる介護休業等の日数が不明確   

な場合は、勤務時間び）短縮等の措置を講じた日数は介護休業等目数に算入しないことになりま   

す。（則第21条〝）2）  

（6）事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について（2）に掲げる措置のうち少な   

くとも1つを講ずれば足り、労働者の求めの都度これに応じた措置を講ずることまで義務／うけ   

られているわけではあり圭せんが、可能な限り労働者の選択肢を広げるよう工夫することが望   

まれます〔、特に短時間勤務〃）制度は、労働者がそ〃）要介護状態にある対象家族を介護すること   

を実質的に容易にする内容〝）ものであることが望志しいものであることに配慮しましょう（指   

針）（〕具体的には、所定労働時間が8時間の場合は2時間以上、7時間の場合は1時間以上の短   

縮が望ましいでし上う 
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（7）これらの措置は介護休業をしない労働者について講ずるものですが、同一一対象家族の同じ要   

介護状態について介護休業した期間があれば93日（同一対象家族について異なる要介護状態   

での介護休業等日数がある場合には、93日から当該介護休業等日数を差し引いた目数）から   

その期間を差し引いた残りの期間以上の期間この措置を講ずることが必要です。  

したがって、同一対象家族の異なる要介護状態についてすでに93日以上介護休業やこれら   

の措置を講じたことがある場合について、 措置を講ずることまで義務づけられているわけでは   

ありません。  

ポイント解説  

★ 育児両立支援レベルアップ肋成金（ベビーシッター 費用等補助コース）   

（50ページポイント解説参照）  

Ⅷ－5 幼児期の子を養育する労働者に対する措置 （第24条第1項）  

至 ○ 事業主は、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、育至  
1  

I 一 児休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じて、必要な措置を講ずるよう努力しなけ 毒  
：ればなりません‖  
l l ■．．＿．．＿．．＿．．＿．．＿．．＿．．＿．．＿．．＿．．＿．．＿．．＿．．．．．■．．＿．．＿．．＿．．＿．．＿■．＿．．－．■－■■－．■■■■●■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■－■■一－一一－■一－■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■1－■●■－▲●■■●■■■■■■■■■■■■■■■■■■′   

（1）育児休業から復帰した後に働き続ける上で必要な子育てのための時間を確保するには、短時   

間勤務制度やフレックスタイム制などの勤務時間の短縮等の措置等が小学校就学の始期に達す   

るまでの子を対象として実施されることが望ましいため、3歳から小学校就学の始期に達する   

圭での子を養育する労働者について勤務時間の短縮等の措置等を講ずる努力義務が事業主に課   

せられているところです。  

（2）「必要な措置」は、育児休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置と必ずしも同一の措置であ   

ることを要しませんが、労働者がその適用を受けるかどうかを選択できるものであること及び   

男女が対象となることなど、考え方を共通にする必要があると考えられます。  

ポイント解説  

★ 勤務時間の短縮等の措置については、例えば、対象となる労働者の子の年齢が3歳まで   

は短時間勤務の制度（1日の所定労働時間を短縮する制度）、3歳から小学校就学の始期   

に達するまでは所定外労働をさせない制度を設けるなど、子♂〕年齢によって措置を組み合   

わせることも可能です。  

★ 両↓二支援レベルアップ助成金（子育て期の柔軟な働き方支援コース）  

小学校に入学するまでの子を育てる労働者が利用できる短時間勤務制度、フレックスタ   

イム制等の勤務時間短縮等の制度を新たに就業規則等に規定し、3歳以上の子を育てる労   

働者に実際に利用させた事業主に対し、助成金を支給しています。  
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Ⅷ－6 家族の介護を行う労働者に対する措置  （第24条第2項）  

l  

C）事業主は、家族を介護する労働者について、介護休業〃）制度又は勤務時間〝）短縮等ゾ）措   

置に準じて、そノ）介護を必要と－十ろ期間、回数等に配慮したノと、要メ‘に措置を講ずろ上うぅ了ノ」   

しなければなり圭せん  

（l）Ⅲ－1からⅢ6妾でで説明した介護休業〃）内容は、 すべて〝）企業に一律に義務づけられろ   

最低基準です介護休業び）制度に関しては、休業期間、取得回数、対象となる家族明範囲、介   

護を要する状態など考慮すべき様々な事項が（を）り、ニれ主〟）事項に関Lて、法で定められた最   

低基準を上回ろ制度を労使の努力に上1て決定し∴ていくことが望去れ主‾十 また、勤務時間〃）   

短縮等び）措置についても同様です  

準じ‾こ、そ〃）介護を必要とする期間、回数   （ユ）「介護休業の制度又は勤務時間〝）短縮等ゾ）措置に   

等に配慮した必要な措置」は、介護休業び）制度：そぐT主動務時間の短縮等（ノ）措置と必ずLモノ同一L／）   

措置であることを要し吏せんが、労働者がそ〃）適用を受けるかどうかを選択できろモ）ゾ）である   

こと及び男女が対象となることなど考え方を共通にする必要があると考え「）れ吏す  

（う）「そ〝）介護を必要とする期間、回数等に配慮い二」とは、1該労働者に上る介護を必要とす   

る期間、取得回数、対繁となろ家族び）範囲、介護を要すろ状態など様々な事項に配慮する必要   

があることをいい圭すが、具体的に卜丈次〝）事項に留意し／二）／つ、企業の雇用管理等に伴う負担と   

〃／）調和を車）勘案して、ノ∠、要な措置を講じろ上う墨力LモしLう（指針）  

〔主二）労働者が介護する′家族び）発症か宣そル症状が安居期になる支で〃）期間又は介護に係ろ†トー  

ビスを利用することができる美での期間がり∴＝1を・超える場合があること  

② 既に93日を超えて介護休業をしたことがあろ又は勤務時間の短縮等び）措置が講じられた   

対象家族に／ついて≠）、再び介護を必要とする状態となる場合がぁろこと  

言う〕対象家族以外（ノ）家族に／ついても、他に近親ノ）′豪族がいない場合等労働者が介護をする必要  

性が高い場∈㌻があること   

亘）要介護状態にないノ家族を介護する労働者であ／〕てそ）、そ〃）家族レ）介護〟）ため就業が困難と  

なる場合があること 

＄〕労働者が家族を介護する必要性ノ）程度が変化することに対応し、制度の弾力的な利用が可  

能となることが望去れる場合があろこと  
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Ⅷ－7 労働者の配置に関する配慮  （第26条）  

l 
l  

室○ 事業主は、労働者を転勤させようとする場合には、その育児又は介護の状況に配慮しな室  
I 

■  ければなりません。  
l  

1  

．  

l  

（り 事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴う転勤をさせようとす   

る場合において、当該労働者の育児や介護の状況に配慮し、労働者が育児や介護を行うことが   

困難とならないよう意を用いなければなりません。  

（2）配慮することの内容としては、例えば、   

① その労働者の子の養育又は家族の介護の状況を把握すること。   

② 労働者本人の意向を掛酌すること。   

③ 就業場所の変更を行う場合は、子の養育又は家族の介護の代替手段の有無の確認を行うこ  

と。   

等が考えられます（指針）が、これらはあくまでも配慮することの内容の例示であり、他にも   

様々な配慮が考えられます「，  

ポイント解説  

★ 転勤の配慮の対象となる労働者が養育する子には、小学生や中学生も含まれます。  

ィ
、
、
ド
・
一
・
∵
．
1
‖
 
 
 

Ⅷ－8 再雇用特別措置等  （第27条）  

至 ○ 事業主は、妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した者に対して、必要に 萱  
l   

応じ、再雇用特別措置その他これに準ずる措置を実施するよう努力しなければなりません。室  
l   

「再雇用特別措置」とは、退職の際に、将来その就業が可能になったときに退職前の事業主に  

再び雇用されることの希望を有する旨の申出をしていた者について、事業主が労働者の募集又は  

採用に当た／）て特別の配慮をする措置をいい圭す。   

男性労働者についても対象となっていることに留意してください。  
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Ⅸ 指針  （第28条）  

〔〕厚生労働大臣は、法に定める事項に関し、子の養育又は家族〃）介護を行い、又は行うこ   

ととなる労働者〃）職業生活と家庭生活とび）両立が図られるようにするた裾こ事業主が講rj土   

べき措置に／ついて、そ〃）適切か／〕有効な実施を図るため〃二）指針を定め、公表するもル）とし   

てい去す 

指針に定められているのは次び）事項です 

・労働者の育児休業申出及び介護休業申出に関する事項  

・ 子の看護休暇に関する事項  

育児休業、介護休業又は子〝〕看護休暇（ハ申出又は取得を理由とする解雇その他不利益  

な取扱いの禁止に適切に対処するに当たっての事項  

時間外労働ノ）制限に関する事項  

深夜業〃）制限に関する事項  

・育児休業及び介護休業に関する事項を定め、周知するに当た／〕てゾ）事項  

・育児休業又は介護休業を「ナ→る労働者が雇用される事業所における労働者〝）配置そ〝）他  

の雇用管矧二間して必要な措置を講ずるに導∃たっての事項  

・育児休業又は介護休業をLている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して必要な  

措置を講ずるに当たってゾ）事項   

育児休業ゾ）制度に準ずる措置又は勤預時間〝）短縮等〝）措置及び労働者が就業しつ／つそ 至  

l の要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講ずるに当た／〕喜  

ての事項  

育児休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じて、 l  必要な措置を講ずるに当たっi  

ての事項   

介護休業の制度又は勤務時間〃）短縮等〝）措置に準じて、その介護を必要とする期間、  

回数等に配慮した必要な措置を講ずるに当た／〕てゾ〕事項   

その雇用する労働者〝）配置び）変更で就業の場所の変更を伴う≠）ノ）をしようとする場合  

において、当該労働者〝）子〃）養育又は家族〃）介護の状況に配慮するに当たっての事項  

指針は、それぞれの措置を講じていくに当た／〕て〃）目標又は重要な配慮事項となろものです  

指針として定めた内容は、それぞれ〃）項目のところに示したとおりです 

．1」1 l   



Ⅹ 職業家庭両立推進者の選任  （第29条）  

l  

≡○ 事業主は、職業家庭両立推進者を選任するように努めなければなりません。  
l   

（1）事業主が法の規定に基づき講ずべき措置等を円滑に実施するとともに、職場における固定的   

な性別役割分担意識の解消や職場優先の企業風土の是正を図るためには、各企業において仕事   

と家庭の両立のための取組に係る実施体制を明確化することが必要です。   

このため、事業主に、「職業家庭両立推進者」を選任する努力義務が課されています。  

（2）職業家庭両立推進者は次のような業務を行います。   

① 法第21条から第27条三でに定める措置の適切かつ有効な実施を図るための業務  

具体的には、  

a 育児休業等に関する就業規則等の作成、周知等（法第21条）   

b 配置その他の雇用管理、育児休業等をしている労働者の職業能力の開発等に関する措置  

の企画立案、周知等の運用（法第22条）  

c 勤務時間の短縮等の措置の企画立案、周知等の運用（法第23条及び第24条）  

d 就業の場所の変更を伴う配置の変更をしようとする際の労働者に対する各種配慮の実施  

（法第26条）  

e 再雇用特別措置の企画立案、周知等の運用（法第27条）  

に係る業務をいいます。   

② 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両   

立が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業  

務  

具体的には、①の業務以外の職場において職業生活と家庭生活との両立や男性の育児等へ   

の参画が重要であることについて広報活動などの職場の雰囲気作りを行うことを始めとする   

労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な一一切の業務をいい  

ます。  

（3）職業家庭両立推進者の選任基準   

職業家庭両立推進者は上記の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認め   

られる者の中から選任してください（則第34条の2） 

具体的には、本社人事労務担当部課長以上の者等、上記の業務を自己の判断に基づき責任を   

もって行える地位にある者を、1企業につき1人選任してください。  
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ポイント解説  

★ 都道府県労働局雇用均等室は、職業家庭両立推進者に対し各種セミナーの開催案内を   

始♂）、情報や資料〃）提供を行ってい よす  

★ まだ選任されていない企業におかれて「L 速やかに選任〃）上、巻末択「職業家庭両、■′ 

推進者選任届」に上り、届出くださるょうお願いし左す   

ⅩⅠ国等による援助等  （第30条～第52条）  

l  

（二）国は、子の養育又け家族〃）介護を行う労働者等の職業生活と家庭生活と〝）両立について、・  

事業主、労働者その他国針一拙，理解を深めるた裾二必要な広報活動そ（ノ）他の措置を講ず   

ることとしてい㌢す  

⊂）国は、子び）養育文ほ家族の介護を行う労働者等（以下「対象労働者等」といい去「仁）ゾ）   

雇用の継続そ〃）他そ〃）福祉〃）増進を図るため、事業主、事業主何体そ〝）他ゾ）関係者に対し   

て給付金〃）支給そノ）他の必、要な援助を行うことができ主す  

（二）国及び地方公共団体は、対象労働者等に対して、そゾ）職業生活と家庭仁い吉との両立の促■  

をずる l   

進等に資するため、必要な指導、相談、講習そゾ）他び）措置講こととLてい去す  ■  

⊂）国は、妊娠、出産、育児又は介護を理由とlノて退職した者ゾ）円滑な再就職のた材）の援助；  

を行うこととしてい壬す  

！〔二）地方公共団体は、必要に止こじ、勤労者家庭支援施設（対象労働者等に対しノて、職業生活！  
暮  

と家庭生活との両立に関L、各種ゾ）相談やゼ、要な指導、講習、実習等を行い 、休養・レク 至  
l  

リエーシ三1ンのため（ノ）便宜を供与する等対象ツぅー働者等ゾ）福祉ゾ）増進を図るためぴ）事業を総 毒   

合的に行うことを目的と‾ナる施設）を設置するように努めうこととされています  

⊂二）厚生労働大臣は、公益法人を指定して、上記業務ゾ）全部又は 一部を行わせることができ  

■  吏す  
l   

l‖＿‥＿‖＿‖＿．．＿‖＿．．＿．．＿．．＿．．＿．．＿．．＿．．＿．．＿．．＿．．＿．．＿．．＿．．＿．．＿．．＿．．＿．．＿．．＿．．＿．．＿．．＿．．＿‖＿‖＿．  

l   

＿．．＿．．＿．．＿．．＿．．＿．．＿．．＿．．＿．．＿．J   

厚生労働大臣か木指定法人とLて指定されている財団法人21世紀職業財［恥土、育児又は家族び）  

介護を行う労働者等〝）職業生活と家庭加古と〃）両立を支援するた♂）〃）事業を行ってい去「仁   

このパンフレットで紹介した各助成金の詳細に／）いては、財団法人ヱ1世紀職業財団地方事務所  

にお問い 合わせください  

／local／i11dex．11t1111  1ヽ＼′re．Ol’   
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ⅩⅡ 委託募集の特例  （第53条）  

l l  

童○ 一定の基準に合致すると認定された事業協同組合等が、その構成員である中小企業者の≡  
l l  

■ 委託を受けて育児・介護休業取得者の代替要員の募集を行う場合の特例を設けています。 ■  
l  l  
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（l）労働者を雇用しようとする者が、被用者以外の者に報酬を与えて労働者の募集を行わせよう   

とする場合は厚生労働大臣の許可を受けなければならないことに、報酬を与えないで行わせよ   

うとする場合は厚生労働大臣に届け出なければならないことになっています（職業安定法第36   

条第l項及び第3項）が、一定の基準に合致すると認定された事業協同組合等に、その構成員   

である中小企業者が、育児休業又は介護休業をする労働者の休業中の業務を処理するための代   

替要員の募集を行わせようとする場合には、便宜を図り、認定された事業協同組合等が厚生労   

働大臣に届け出ることでよいとするものです。  

（2）特例として扱われるためには、「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出   

のための雇用管理の改善の促進に関する法律」第2条第2項に規定する事業協同組合等であっ   

て、その団体からの申請に基づき、厚生労働大臣がその定める基準により適当であると認定し   

た団体であることが必要です。  

（3）認定の基準は、当該団体が、育児休業又は介護休業をする労働者の代替要員の確保を容易に   

するための事業を実施又は実施予定であること、団体の構成員である中小企業者が就業規則等   

により育児休業及び介護休業の制度を設けていること等です（平成7年労働省告示第111号）。  

（4）団体の認定申請手続及び委託募集に係る届出手続等については、則で定めています（則第61   

条～第66条）。  

（日県外募集の場合）  （経由）  
援肋・指▲導  
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